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教育委員会事務局子ども・教育政策課

中野区長等の給料等に関する条例の一部改正に係る意見について

教育長の給料等を改定するため、中野区長等の給料等に関する条例の一部改正につ

いて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき区長から意

見を求められたことに対して、教育委員会の意見を申し出る。

記

１ 改正内容

(1) 教育長の期末手当の支給月数の改定

(2) 令和５年３月に支給する期末手当の特例措置

令和５年３月に支給する期末手当については、支給月数を０．３５月とする特

例措置を講ずる。

２ 新旧対照表

別添のとおり

３ 施行年月日

附則に１項を加える改正規定は令和５年３月１日から、その他の規定は同

年４月１日から施行する。

４ 今後のスケジュール

本件可決後、区長へ意見回答

令和５年区議会第１回定例会に一部改正条例案を提出

３月 ６月 12 月 年間

現 行 0.25 月 1.64 月 1.69 月 3.58 月

改定案 廃止 1.84 月 1.84 月 3.68 月



中野区長等の給料等に関する条例新旧対照表

改正案 現行

第１条～第４条 （略） 第１条～第４条 （略）

（支給方法等） （支給方法等）

第５条 （略） 第５条 （略）

２ 期末手当の額は、給料月額及び給料月額に１０

０分の４５を乗じて得た額の合計額に、中野区

長、副区長及び教育長にあつては１００分の１８

４、常勤の監査委員にあつては１００分の１６

１．５を乗じて得た額に、中野区職員の期末手当

に関する規則（昭和５０年中野区規則第３９号）

第３条の支給割合を乗じて得た額とする。

２ 期末手当の額は、給料月額及び給料月額に１０

０分の４５を乗じて得た額の合計額に、３月に支

給する場合においては１００分の２５、６月に支

給する場合においては、中野区長、副区長及び教

育長にあつては１００分の１６４、常勤の監査委

員にあつては１００分の１４２、１２月に支給す

る場合においては、中野区長、副区長及び教育長

にあつては１００分の１６９、常勤の監査委員に

あつては１００分の１４６を乗じて得た額に、中

野区職員の期末手当に関する規則（昭和５０年中

野区規則第３９号）第３条の支給割合を乗じて得

た額とする。

３・４ （略） ３・４ （略）

附 則 附 則

１～３０ （略） １～３０ （略）

３１ 令和５年３月に支給する期末手当に関する第

５条第２項の規定の適用については、同項中「１

００分の２５」とあるのは、「１００分の３５」

とする。

別表 （略） 別表 （略）

附 則

この条例中附則に１項を加える改正規定は令和

５年３月１日から、その他の規定は同年４月１日か

ら施行する。


